
 

 

■第５次三田市障害者福祉基本計画の実施状況 

「第5次三田市障害者福祉基本計画」では、5つの基本目標、延べ47項目にわたる施策を掲げ

ました。庁内の関係各課から進捗状況を把握したところ、一部の施策を除いて、おおむね実施

されており、今後についても継続もしくは実施方法を検討しつつ施策の発展・拡充を図るとい

うものが多くを占める結果となりました。 

 

基本目標１ 生活支援の充実 

全ての障害のある人が、家庭や地域社会の中で安心して暮らし、自立した生活をおくること

ができるよう、ライフステージや障害の状況、ニーズに応じた保健・医療・福祉サービスの充

実を図るとともに、サービス事業者、関係機関・団体等と連携しながら総合的に支援施策を展

開します。 

 

《 成果指標 》 

指 標 名 平成28年度 
目 標 

(令和５年度) 

令和3年度 

実績 

(1)施設からの地域移行者数 5人 12人（累計） 9人（累計） 

(2)地域生活支援拠点の検討 未整備 面的体制整備 整備済（2機能） 

 

 

主な事業項目 施策数 

実施状況 

拡大 継続 縮小 
終了 

廃止 

(１) 保健・医療体制の充実 3 0 3 0 0 

(２) 福祉サービスの充実 〈 重点 〉 7 3 4 0 0 

合 計 10 3 7 0 0 

 

《拡大》 

（２）福祉サービスの充実 〈 重点 〉 

  ①訪問系サービス 

・介護サービス「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の開設事業者をＲ４年度に募集す

ることに先駆け、新規補助事業の予算措置を実施。（R4予算化） 

 

  ③地域生活支援拠点の検討 

・地域生活支援拠点の５つの機能※１のうち、「相談」機能について、市内の特定相談支援

事業所（６事業所）を新たに追加。 

※１，５つの機能（①相談、②緊急時の受け入れ・対応、③体験の機会・場、④専門的

人材の確保・養成、⑤地域の体制づくり） 

【資料２】 



 

 

④生活の場の確保 

・認知症グループホームの開設事業者を公募し選定。事業所整備は令和４年度実施。 

 

《充実》 

（２）福祉サービスの充実 〈 重点 〉 

⑤地域生活支援事業等 

・日常生活用具の対象品目である視覚障害者用体温計について、支給要件を緩和。（世帯

要件の見直し） 

 

基本目標２ 地域で支え、健やかに成長できる基盤の確保 

障害のある子どもの個性や能力を最大限に生かすため、療育体制を充実するとともに、一人

ひとりの個性に応じて、乳幼児期から卒業までにわたる一貫した療育・保育・教育を推進しま

す。また、小地域における福祉活動の展開を通じて、障害のある人やその家族も含め、地域の

人々が互いに見守り、支えあい、助けあって、だれもが安心して暮らせるような福祉社会の形

成をめざします。 

 

《 成果指標 》 

指 標 名 平成28年度 
目 標 

(令和5年度) 

令和3年度 

実績 

(1)3歳児健康診査受診率 97.6% 98.0% 98.3％ 

(2)地域で行われた行事や活動への参加割合 

(18歳以上の障害のある人) 
43.6% 50.0% 

アンケートを実施し進捗把握を

行う。（令和4年12月実施予定） 

 

 

主な事業項目 施策数 

実施状況 

拡大 継続 縮小 
終了 

廃止 

(１) 療育・教育体制の充実 〈 重点 〉 5 3 2 0 0 

(２) 地域福祉活動の推進 2 0 2 0 0 

合 計 7 3 4 0 0 

 

《拡大》 

（１）療育・教育体制の充実 〈 重点 〉 

①障害の早期発見と療育体制、⑤特別教育支援等の推進 

 ・放課後等デイサービスにおける「教育・家庭・福祉の連携マニュアル」の策定及び運用

開始。（R3年6月策定） 

 

③障害児療育センターの運営 

 ・専門的な療育訓練を行う「たけのこクラブ（単独通園）」を新たに開設。 



 

 

基本目標３ 障害のある人の雇用促進 

障害のある人が、働くことを通じて経済的な基盤を得るとともに、自信や喜び、生きがいを

見出し、自分らしく生活できるよう、福祉・教育・労働の各関係機関が連携して、生活・就労・

雇用における一体的な支援体制づくりを推進します。 

 

《 成果指標 》 

指 標 名 平成28年度 
目 標 

(令和5年度) 

令和3年度 

実績 

(1)法定雇用率を上回る実雇用率に加えて、法

定雇用率に算定されない非常勤職員につい

て、知的、精神障害のある人の雇用促進 

知的・精神障害者 

雇用人数 

0人 

知的・精神障害者 

雇用人数 

2人 

知的・精神障害者 

雇用人数 

 4人※２ 

(2)優先調達件数、金額 
7件 

4,700千円 

10件 

6,500千円 

40件 

6,826千円 

 

 

主な事業項目 施策数 

実施状況 

拡大 継続 縮小 
終了 

廃止 

(１) 就労支援体制の充実 〈 重点 〉 5 1 4 0 0 

(２) 多様な働く場の確保 3 0 3 0 0 

合 計 8 1 7 0 0 

 

《拡大》 

（１）就労支援体制の充実 〈 重点 〉 

④市における障害者雇用 

・令和３年度においては、障害者６人（正規：身体障害者１人、非常勤：身体障害者１人、

知的障害者３人、精神障害者１人）を採用。 

  ※２，地方公務員法の改正により、令和２年度から会計年度任用職員（非常勤職員）が

法定雇用率の算定対象となった。 

 

 

《充実》 

（２）多様な働く場の確保 

②障害者ワークチャレンジ事業実行委員会への支援 

・障害者ワークチャレンジ事業における実習の場（農作物の収穫作業等）の提供。  

 

 

 

 

 



 

 

基本目標４ 社会参加の促進 

  障害のある人が、地域のなかで自立した生活をおくり、様々な活動に主体的に参加しやすく

なるよう、障害のある人に配慮したまちづくりを推進するとともに、全ての市民が差別や偏見

を取り除いて互いに理解を深めながら、ともに支えあい、助けあえる社会づくりを進めます。 

 

《 成果指標 》 

指 標 名 平成28年度 
目 標 

(令和5年度) 

令和3年度 

実績 

(1) 手話奉仕員養成講座、手話教室等の受

講者数の増加 

受講者数 

45人 

延べ受講者数 

1,000人 

受講者数141人 

（延べ受講者数595人） 

(2) 「障害のある人への対応や理解が足り

ている」と答える障害のある人の割合 

18歳以上 38.4% 

18歳未満 47.1% 

18歳以上 50.0% 

18歳未満 50.0% 

アンケートを実

施し進捗把握を

行う。（令和4年12

月実施予定） 

(3) スポーツ等をしている障害のある人

の割合 

18歳以上 14.6% 

18歳未満 12.5% 

18歳以上 20.0% 

18歳未満 20.0% 

 

 

主な事業項目 施策数 

実施状況 

拡大 継続 縮小 
終了 

廃止 

(１) 意思疎通及び外出支援の充実 4 1 3 0 0 

(２) 障害への理解促進 〈 重点 〉 6 1 5 0 0 

(３) スポーツ・文化活動等の展開 3 0 3 0 0 

合 計 13 2 11 0 0 

 

《拡大》 

（１）意思疎通及び外出支援の充実 

③外出支援事業 

 ・地域内交通検討支援プログラムによる自家用有償旅客運送の開始。 

広野地区「あいのり１号」運行開始 

小野地区「お互いさま之助」運行開始 

 

（２）障害への理解促進 〈 重点 〉 

①手話言語条例に係る普及・啓発事業 

・人権啓発誌人権さんだにおいて、特集記事「手話で広がる未来へ～手話は見る言葉～」

を掲載 

   ・地元FMラジオ局ハニーFMを活用した広報を実施 

 

 

 



 

 

基本目標５ 権利擁護と相談体制の充実 

障害種別や施策分野に応じた相談機能の充実を図るとともに、緊急時等における支援体制づ

くりに努めます。また、成年後見制度など権利擁護の推進、障害のある人への差別の解消、虐

待の防止に向けた取組を進めます。 

 

《 成果指標 》 

指 標 名 平成28年度 
目 標 

(令和5年度) 

令和3年度 

実績 

(1) 「どこに相談したらいいかわからな

い」と答える障害のある人の割合 

18歳以上 14.5% 

18歳未満 23.9% 

18歳以上 10.0% 

18歳未満 20.0% 
アンケートを実

施し進捗把握を

行う。（令和4年12

月実施予定） 

(2) 「災害時の避難場所を知っている」

と答える障害のある人の割合 

18歳以上 66.3% 

18歳未満 59.1% 

18歳以上 70.0% 

18歳未満 65.0% 

(3) 「障害や特性があることで差別を受

けたり嫌な思いをしたことがある」と

答える障害のある人の割合 

18歳以上 45.1% 

18歳未満 73.8% 

18歳以上 40.0% 

18歳未満 50.0% 

 

 

主な事業項目 施策数 

実施状況 

拡大 継続 縮小 
終了 

廃止 

(１) 情報提供・相談支援体制の充実 〈 重点 〉 3 0 3 0 0 

(２) 緊急時等の支援体制整備 3 1 2 0 0 

(３) 権利擁護と差別解消の推進 3 0 3 0 0 

合 計 9 1 8 0 0 

 

《拡大》 

（２）緊急時等の支援体制整備 

  ①避難行動要支援者支援事業 

  ・要支援者一人ひとりに対して避難場所や避難支援者等を話し合い、決定する「個別支援 

計画」の策定に着手した。（R3年度7件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


